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（別添） 
○ 公認心理師法第７条第３号に基づく公認心理師試験の受験資格認定の取扱い等について【新旧対照表】 

（下線部が変更部分） 
改  正  後 現      行 

別添 

 

 公認心理師法第７条第３号に基づく公認心理師試験の受験資格認定の

取扱い等について 

 

第１ 審査対象者 

１～５ （略） 

６ 法施行日前に日本の大学等に入学し施行規則第１条の２に規定す

る科目のうち別表１に定める科目を修めて卒業し、日本の大学院に

令和４年３月31日までに入学し法施行日以後に施行規則第２条に規

定する科目を修めてその課程を修了し、申請日時点で施行規則附則

第６条に規定する施設において現に法第２条第１号から第３号まで

に掲げる行為を業として行っている者 

 

第２ （略） 

 

第３ 認定基準 

（略） 

１ （略） 

２ 専門科目の履修時間等 

 外国の大学及び大学院において、それぞれ一貫した専門教育を受

けていること。複数の大学等で履修した科目を合算することはでき

ない。なお、第１の審査対象者の区分に応じてそれぞれ以下に掲げ

る必要な基準を満たし、法第７条第１号及び第２号に掲げる者と同

等以上の知識及び技能を有していること。ただし、施行規則第１条

の２及び第２条に規定する科目を満たす程度については、外国の大

学及び大学院における教育内容の相違を考慮する場合がある。 

 

（１）第１の１又は５に該当する者 

外国の大学院における心理学等の履修（見込）専門科目合計科

目の時間数が 990 時間以上であり、施行規則第２条に規定する科

別添 

 

 公認心理師法第７条第３号に基づく公認心理師試験の受験資格認定の

取扱い等について 

 

第１ 審査対象者 

１～５ （略） 

６ 法施行日前に日本の大学等に入学し施行規則第１条の２に規定す

る科目のうち別表に定める科目を修めて卒業し、日本の大学院に令

和４年３月31日までに入学し法施行日以後に施行規則第２条に規定

する科目を修めてその課程を修了し、申請日時点で施行規則附則第

６条に規定する施設において現に法第２条第１号から第３号までに

掲げる行為を業として行っている者 

 

第２ （略） 

 

第３ 認定基準 

（略） 

１ （略） 

２ 専門科目の履修時間等 

外国の大学及び大学院において、それぞれ一貫した専門教育を受

けていること。複数の大学等で履修した科目を合算することはでき

ない。なお、第１の審査対象者の区分に応じてそれぞれ以下に掲げ

る必要な基準を満たすこと。ただし、施行規則第１条の２及び第２

条に規定する科目を満たす程度については、外国の大学及び大学院

における教育内容の相違を考慮する場合がある。 

 

 

（１）第１の１又は５に該当する者 

外国の大学院における心理学等の履修（見込）専門科目（施行

規則第２条に規定する科目に含まれる事項を概ね満たす科目）の
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改  正  後 現      行 

目のうち、別表３に定める「含まれる事項」を概ね満たすこと。 

（２）第１の２又は３に該当する者 

外国の大学における心理学等の履修専門科目が 1,790 時間以上

であり、施行規則第１条の２に規定する科目のうち、別表２に定

める「含まれる事項」を概ね満たすこと。 

（３）第１の４に該当する者 

外国の大学における心理学等の履修専門科目が 1,790 時間以上

であり、施行規則第１条の２に規定する科目のうち、別表２に定

める「含まれる事項」を概ね満たし、かつ、外国の大学院におけ

る心理学等の履修（見込）専門科目が 990 時間以上であり、施行

規則第２条に規定する科目のうち、別表３に定める「含まれる事

項」を概ね満たすこと。 

 ３・４ （略） 

 

第１の６に該当する者で、以下の１から２までの認定基準を満た

したものに対し公認心理師試験の受験資格を認定する。 

１ 専門科目の履修内容等 

日本の大学等において、一貫した専門教育を受けていること。複

数の大学等で履修した科目を合算することはできない。なお、施行

規則第１条の２に規定する科目のうち別表１に定める「含まれる事

項」を含む科目を、法施行日前に入学した日本の大学等において履

修し、当該履修科目数が別表１に定める各分類の必要科目数及び延

べ 23科目以上の科目数であることを満たすこと。 

２ 実務経験 

 （略） 

 

第４ 提出書類 

（略） 

１～４ （略） 

５ 第１の審査対象者の区分に応じてそれぞれ以下に掲げる書類 

（１）第１の１に該当する者 

①・② （略） 

③ 課程を修了した又は認定年度の３月 31 日までに修了する見

合計の時間数が 990時間以上であること。 

（２）第１の２又は３に該当する者 

外国の大学における心理学等の履修専門科目（施行規則第１条

の２に規定する科目に含まれる事項を概ね満たす科目）の合計の

時間数が 1,790 時間以上であること。 

（３）第１の４に該当する者 

外国の大学における心理学等の履修専門科目（施行規則第１条

の２に規定する科目に含まれる事項を概ね満たす科目）の合計の

時間数が 1,790 時間以上であり、かつ、外国の大学院における心

理学等の履修（見込）専門科目（施行規則第２条に規定する科目

に含まれる事項を概ね満たす科目）の合計の時間数が 990 時間以

上であること。 

 ３・４ （略） 

 

第１の６に該当する者で、以下の１から２までの認定基準を満た

したものに対し公認心理師試験の受験資格を認定する。 

１ 専門科目の履修内容等 

日本の大学等において、一貫した専門教育を受けていること。複

数の大学等で履修した科目を合算することはできない。なお、施行

規則第１条の２に規定する科目のうち別表に定める科目の「含まれ

る事項」を含む科目を、法施行日前に入学した日本の大学等におい

て履修し、当該履修科目数が別表に定める各分類の必要科目数及び

延べ 23 科目以上の科目数であることを満たすこと。 

２ 実務経験 

 （略） 

 

第４ 提出書類 

（略） 

１～４ （略） 

５ 第１の審査対象者の区分に応じてそれぞれ以下に掲げる書類 

（１）第１の１に該当する者 

①・② （略） 

③ 課程を修了した又は認定年度の３月 31 日までに修了する見
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改  正  後 現      行 

込みの外国の大学院の成績証明書（履修見込証明書）並びに申

請者の履修当時の心理学等の履修（見込）専門科目の内容及び

時間数を明らかにした書類（当該履修内容が具体的に確認でき

る大学のシラバス等を含むものとする。なお、実習科目につい

ては実習の具体的内容及び時間数が客観的に確認できる書類を

併せて提出すること。） 

④ （略） 

（２）第１の２に該当する者 

① （略） 

② 卒業した外国の大学の成績証明書並びに申請者の履修当時の

心理学等の履修専門科目の内容及び時間数を明らかにした書類

（当該履修内容が具体的に確認できる大学のシラバス等を含む

ものとする。なお、実習科目については実習の具体的内容及び

時間数が客観的に確認できる書類を併せて提出すること。） 

③・④ （略） 

（３）第１の３に該当する者 

① （略） 

② 卒業した外国の大学の成績証明書並びに申請者の履修当時の

心理学等の履修専門科目の内容及び時間数を明らかにした書類

（当該履修内容が具体的に確認できる大学のシラバス等を含む

ものとする。なお、実習科目については実習の具体的内容及び

時間数が客観的に確認できる書類を併せて提出すること。） 

③・④ （略） 

（４）第１の４に該当する者 

① （略） 

② 卒業した外国の大学の成績証明書並びに申請者の履修当時の

心理学等の履修専門科目の内容及び時間数を明らかにした書類

（当該履修内容が具体的に確認できる大学のシラバス等を含む

ものとする。なお、実習科目については実習の具体的内容及び

時間数が客観的に確認できる書類を併せて提出すること。） 

③・④ （略） 

⑤ 課程を修了した又は認定年度の３月 31 日までに修了する見

込みの外国の大学院の成績証明書（履修見込証明書）並びに申

込みの外国の大学院の成績証明書（履修見込証明書）並びに申

請者の履修当時の心理学等の履修（見込）専門科目の内容及び

時間数を明らかにした書類（シラバス等。実習科目については

実習の内容が確認できる書類を併せて提出すること。） 

 

 

④ （略） 

（２）第１の２に該当する者 

① （略） 

② 卒業した外国の大学の成績証明書並びに申請者の履修当時の

心理学等の履修専門科目の内容及び時間数を明らかにした書類

（シラバス等。実習科目については実習の内容が確認できる書

類を併せて提出すること。） 

 

③・④ （略） 

（３）第１の３に該当する者 

① （略） 

② 卒業した外国の大学の成績証明書並びに申請者の履修当時の

心理学等の履修専門科目の内容及び時間数を明らかにした書類

（シラバス等。実習科目については実習の内容が確認できる書

類を併せて提出すること。） 

 

③・④ （略） 

（４）第１の４に該当する者 

① （略） 

② 卒業した外国の大学の成績証明書並びに申請者の履修当時の

心理学等の履修専門科目の内容及び時間数を明らかにした書類

（シラバス等。実習科目については実習の内容が確認できる書

類を併せて提出すること。） 

 

③・④ （略） 

⑤ 課程を修了した又は認定年度の３月 31 日までに修了する見

込みの外国の大学院の成績証明書（履修見込証明書）並びに申
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改  正  後 現      行 

請者の履修当時の心理学等の履修（見込）専門科目の内容及び

時間数を明らかにした書類（当該履修内容が具体的に確認でき

る大学のシラバス等を含むものとする。なお、実習科目につい

ては実習の具体的内容及び時間数が客観的に確認できる書類を

併せて提出すること。） 

⑥ （略） 

（５）第１の５に該当する者 

① （略） 

② 課程を修了した外国の大学院の成績証明書並びに申請者の履

修当時の心理学等の履修専門科目の内容及び時間数を明らかに

した書類（当該履修内容が具体的に確認できる大学のシラバス

等を含むものとする。なお、実習科目については実習の具体的

内容及び時間数が客観的に確認できる書類を併せて提出するこ

と。） 

③ （略） 

④ 大学院の課程修了相当であることが客観的に分かる外国の心

理職の資格証の写し 

⑤ （略） 

（６）第１の６に該当する者 

① （略） 

② （該当者のみ）日本の大学等の履修専門科目の内容確認表（

第１の６）［様式８］ 

 

③ （該当者のみ）科目を修めて卒業した日本の大学等の成績証

明書及び申請者の履修当時の心理学等の履修専門科目の内容を

明らかにした書類（当該履修内容が具体的に確認できる大学の

シラバス等を含むものとする。なお、実習科目については実習

の具体的内容及び時間数が客観的に確認できる書類を併せて提

出すること。） 

④～⑥ （略） 

６ 日本語能力試験Ｎ１「認定結果及び成績に関する証明書」の写し

（第１の１～５に該当する者であって、日本の中学校及び高等学校

を卒業していないものに限る。） 

請者の履修当時の心理学等の履修（見込）専門科目の内容及び

時間数を明らかにした書類（シラバス等。実習科目については

実習の内容が確認できる書類を併せて提出すること。） 

 

 

⑥ （略） 

（５）第１の５に該当する者 

① （略） 

② 課程を修了した外国の大学院の成績証明書並びに申請者の履

修当時の心理学等の履修専門科目の内容及び時間数を明らかに

した書類（シラバス等。実習科目については実習の内容が確認

できる書類を併せて提出すること。） 

 

 

③ （略） 

④ 大学院の課程修了相当の外国の心理職の資格証等の写し 

 

⑤ （略） 

（６）第１の６に該当する者 

① （略） 

② （該当者のみ）日本の大学等の履修専門科目の内容確認表（

第１の６） 

［様式８］ 

③ （該当者のみ）科目を修めて卒業した日本の大学等の成績証

明書及び申請者の履修当時の心理学等の履修専門科目の内容を

明らかにした書類（シラバス等。実習科目については実習の内

容が確認できる書類を併せて提出すること。） 

 

 

④～⑥ （略） 

６ 日本語能力試験Ｎ１「認定結果及び成績に関する証明書」の写し

（日本の中学校及び高等学校を卒業した者以外のものに限る。） 
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改  正  後 現      行 

７ 旧姓が記載された公的な証明書（提出書類に記載されている氏名

が複数ある場合に限る。） 

８ １から７までの書類のほかに、必要に応じて厚生労働省社会・援

護局障害保健福祉部精神・障害保健課公認心理師制度推進室（以下

「厚生労働省」という。）が提出を求める書類 

 

※ 注意事項 

１ 提出書類は、厚生労働省に、電子媒体で提出すること。なお、締

切期日の 17時までに受信が確認できたものを有効とする。 

 

（ア） 提出書類は、ＨＰに掲載する「提出書類一覧」に示す連

番と書類名をファイル名にして提出すること。 

 

 

（イ）・（ウ）（略） 

（エ）添付ファイルを含めたメールの容量が８ＭＢを超える場合は

、８ＭＢ以下でファイルを分割し、メールを複数回に分けて送

信すること。 

なお、受信が確認できたメールには受領確認のメールを返信

するため、申請書類の送信から５日経っても返信がない場合は

送信の際にエラーが発生していないか確認の上、厚生労働省宛

てに問い合わせを行うこと。 

（オ）第１の１又は第１の５においては外国の大学院の履修（見込

）専門科目の内容確認表［様式４］、第１の２又は第１の３に

おいては外国の大学の履修専門科目の内容確認表［様式５］、

第１の４においては外国の大学の履修専門科目の内容確認表［

様式５］及び外国の大学院の履修（見込）専門科目の内容確認

表［様式４］、第１の６においては日本の大学等の履修専門科

目の内容確認表（第１の６）［様式８］（該当者のみ）をＰＤ

Ｆファイルの他にエクセルファイルでも別途提出すること。 

なお、第４の８に定める書類の提出を求める場合があるた

め、締切期日に限らず早めに書類を提出すること。 

 

７ 旧姓が記載された公的な証明書（提出書類に記載されている氏名

が複数ある場合に限る。） 

８ １から７までの書類のほかに、必要に応じて厚生労働省社会・援

護局障害保健福祉部精神・障害保健課公認心理師制度推進室が提出

を求める書類 

 

※ 注意事項 

１ 提出書類は、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神・障害

保健課公認心理師制度推進室に、原則、電子媒体で提出すること。

なお、締切期日の 17 時までに受信が確認できたものを有効とする。 

（ア）提出書類は、全体を１つのＰＤＦファイルとし、ファイル全

体に対して必ず通し番号（ページ番号）及びしおり機能による

しおり（見出し）を電子上付すこと。（手書きの通し番号は不

可） 

（イ）・（ウ）（略） 

（エ）ファイル容量が 10ＭＢを超える場合は、10ＭＢを目安に提出

書類ごとにファイルを分割し、ファイル名に「01_（○○※書

類名）･･･、02_（○○※書類名）･･･」とそれぞれ連番及び書

類名を付し、メールを複数回に分けて送信すること。 

 

 

 

（オ）第１の１又は第１の５においては外国の大学院の履修（見込

）専門科目の内容確認表［様式４］、第１の２又は第１の３に

おいては外国の大学の履修専門科目の内容確認表［様式５］、

第１の４においては外国の大学の履修専門科目の内容確認表［

様式５］及び外国の大学院の履修（見込）専門科目の内容確認

表［様式４］、第１の６においては日本の大学等の履修専門科

目の内容確認表（第１の６）［様式８］（該当者のみ）をＰＤ

Ｆファイルの他にエクセルファイルでも別途提出すること。 

なお、第４の８に定める書類の提出を求める場合があるた

め、締切期日に限らず早めに書類を提出すること。また、書類

の修正等が必要になる場合があるため、書類は手書きではな
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２ 第４の提出書類のうち外国語で記載されているものは、全て日本

語訳を添付すること。 

英語以外の外国語で記載されている全ての書類には、外部機関

（日本国内に法人をおく事業者に限る。個人事業主は含まない。）

に委託して作成した日本語訳又は英語訳、及び翻訳証明書を添付す

ること。なお、外部機関に委託して作成した英語訳を添付する場合

は自身で作成した日本語訳を添付すること。 

また、原文、日本語訳の順とすること。 

３ （略） 

４ 第１の１～５の認定申請を行おうとする者は、不明な点があれば

申請前に厚生労働省宛てに問い合わせを行うこと。 

 

 

別表１ （略） 

（注１）～（注７） （略） 

 

く、ＰＣ等を用いて電子ファイルに入力したものが望ましい。 

２ 第４の提出書類のうち外国語で記載されているものは、全て日本

語訳を添付すること。 

英語以外の外国語で記載されているものは、外部機関に委託して

作成した日本語訳又は英語訳、及び翻訳証明書を添付すること。な

お、外部機関に委託して作成した英語訳を添付する場合は自身で作

成した日本語訳を添付すること。 

また、書類は、第４の提出書類に記載されている番号の昇順に揃

え、原文、日本語訳の順とすること。 

３ （略） 

４ 第１の１～５の認定申請を行おうとする者は、あらかじめ厚生労

働省社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課公認心理師制度

推進室に相談すること。 

 

別表 （略） 

（注１）～（注７） （略） 
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大学における必要な科目 

大学等における 

必要な科目名 
含まれる事項 

１ 公認心理師の職責 ① 公認心理師の役割 

② 公認心理師の法的義務及び倫理 

③ 心理に関する支援を要する者等

の安全の確保 

④ 情報の適切な取扱い 

⑤ 保健医療、福祉、教育その他の

分野における公認心理師の具体的

な業務 

⑥ 自己課題発見・解決能力 

⑦ 生涯学習への準備 

⑧ 多職種連携及び地域連携 

２ 心理学概論 ① 心理学の成り立ち 

② 人の心の基本的な仕組み及び働

き 

３ 臨床心理学概論 ① 臨床心理学の成り立ち 

② 臨床心理学の代表的な理論 

４ 心理学研究法 ① 心理学における実証的研究法（

量的研究及び質的研究） 

② データを用いた実証的な思考方

法 

③ 研究における倫理 

５ 心理学統計法 ① 心理学で用いられる統計手法 

② 統計に関する基礎的な知識 

６ 心理学実験 ① 実験の計画立案 

② 統計に関する基礎的な知識 

（新設） 
別表２ 
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７ 知覚・認知心理学 ① 人の感覚・知覚等の機序及びそ

の障害 

② 人の認知・思考等の機序及びそ

の障害 

８ 学習・言語心理学 ① 人の行動が変化する過程 

② 言語の習得における機序 

９ 感情・人格心理学 ① 感情に関する理論及び感情喚起

の機序 

② 感情が行動に及ぼす影響 

③ 人格の概念及び形成過程 

④ 人格の類型、特性等 

10 神経・生理心理学 ① 脳神経系の構造及び機能 

② 記憶、感情等の生理学的反応の

機序 

③ 高次脳機能障害の概要 

11 社会・集団・家族心理学 ① 対人関係並びに集団における人

の意識及び行動についての心の過

程 

② 人の態度及び行動 

③ 家族、集団及び文化が個人に及

ぼす影響 

12 発達心理学 ① 認知機能の発達及び感情・社会

性の発達 

② 自己と他者の関係の在り方と心

理的発達 

③ 誕生から死に至るまでの生涯に

おける心身の発達 

④ 発達障害等非定型発達について

の基礎的な知識及び考え方 
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⑤ 高齢者の心理 

13 障害者・障害児心理学 ① 身体障害、知的障害及び精神障

害の概要 

② 障害者・障害児の心理社会的課

題及び必要な支援 

14 心理的アセスメント ① 心理的アセスメントの目的及び

倫理 

② 心理的アセスメントの観点及び

展開 

③ 心理的アセスメントの方法（観

察、面接及び心理検査） 

④ 適切な記録及び報告 

15 心理学的支援法 ① 代表的な心理療法並びにカウン

セリングの歴史、概念、意義、適

応及び限界 

② 訪問による支援や地域支援の意

義 

③ 良好な人間関係を築くためのコ

ミュニケーションの方法 

④ プライバシーへの配慮 

⑤ 心理に関する支援を要する者の

関係者に対する支援 

⑥ 心の健康教育 

16 健康・医療心理学 ① ストレスと心身の疾病との関係 

② 医療現場における心理社会的課

題及び必要な支援 

③ 保健活動が行われている現場に

おける心理社会的課題及び必要な

支援 
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④ 災害時等に必要な心理に関する

支援 

17 福祉心理学 ① 福祉現場において生じる問題及

びその背景 

② 福祉現場における心理社会的課

題及び必要な支援 

③ 虐待についての基本的知識 

18 教育・学校心理学 ① 教育現場において生じる問題及

びその背景 

② 教育現場における心理社会的課

題及び必要な支援 

19 司法・犯罪心理学 ① 犯罪・非行、犯罪被害及び家事

事件についての基本的知識 

② 司法・犯罪分野における問題に

対して必要な心理に関する支援 

20 産業・組織心理学 ① 職場における問題（キャリア形

成に関することを含む。）に対し

て必要な心理に関する支援 

② 組織における人の行動 

21 人体の構造と機能及び疾

病 

① 心身機能と身体構造及び様々な

疾病や障害 

② がん、難病等の心理に関する支

援が必要な主な疾病 

22 精神疾患とその治療 ① 精神疾患総論（代表的な精神疾

患についての成因、症状、診断法

、治療法、経過、本人や家族への

支援を含む。） 

② 向精神薬をはじめとする薬剤に

よる心身の変化 
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③ 医療機関との連携 

23 関係行政論 ① 保健医療分野に関係する制度 

② 福祉分野に関係する制度 

③ 教育分野に関係する制度 

④ 司法・犯罪分野に関係する制度 

⑤ 産業・労働分野に関係する制度 

24 心理演習 ① 知識及び技能の基本的な水準の

修得を目的とし、次の（ア）から

（オ）までに掲げる事項について

、具体的な場面を想定した役割演

技 （ロールプレイング）を行い、

かつ、事例検討で取り上げる。 

（ア）心理に関する支援を要する者

等に関する以下の知識及び技能の

修得 

 （１）コミュニケーション 

 （２）心理検査 

 （３）心理面接 

 （４）地域支援 等 

（イ）心理に関する支援を要する者

等の理解とニーズの把握及び支援

計画の作成 

（ウ）心理に関する支援を要する者

の現実生活を視野に入れたチーム

アプローチ 

（エ）多職種連携及び地域連携 

（オ）公認心理師としての職業倫理

及び法的義務への理解 

25 心理実習 ① 実習生が、次の（ア）から（ウ
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 ）までに掲げる事項について、主

要５分野の施設（具体的な施設に

ついては、「公認心理師法施行規

則第三条第三項の規定に基づき文

部科学大臣及び厚生労働大臣が別

に定める施設」（平成29年文部科

学省・厚生労働省告示第５号）の

とおり。）において、見学等によ

る実習を行いながら、当該施設の

実習指導者又は実習担当教員によ

る指導を受けるべきこと。 

 ただし、当分の間、医療機関で

の実習を必須とし、医療機関以外

の施設における実習については適

宜行うこととしても差し支えない

こと。 

② 実習担当教員が、実習生の実習

状況について把握し、次の（ア）

から（ウ）までに掲げる事項につ

いて基本的な水準の修得ができる

ように、実習生及び実習指導者と

の連絡調整を密に行う。 

（ア）心理に関する支援を要する者

へのチームアプローチ 

（イ）多職種連携及び地域連携 

（ウ）公認心理師としての職業倫理

及び法的義務への理解 
 



 

  13  

 

改  正  後 現      行 

 

 

大学院における必要な科目 

大学院における 

必要な科目名 
含まれる事項 

１ 保健医療分野に関する

理論と支援の展開 
① 保健医療分野に関わる公認心理師

の実践 

２ 福祉分野に関する理論

と支援の展開 
① 福祉分野に関わる公認心理師の実

践 

３ 教育分野に関する理論

と支援の展開 
① 教育分野に関わる公認心理師の実

践 

４ 司法・犯罪分野に関す

る理論と支援の展開 
① 司法・犯罪分野に関わる公認心理

師の実践 

５ 産業・労働分野に関す

る理論と支援の展開 
① 産業・労働分野に関わる公認心理

師の実践 

６ 心理的アセスメントに

関する理論と実践 

① 公認心理師の実践における心理的

アセスメントの意義 

② 心理的アセスメントに関する理論

と方法 

③ 心理に関する相談、助言、指導等

への上記①及び②の応用 

７ 心理支援に関する理論

と実践 

① 力動論に基づく心理療法の理論と

方法 

② 行動論・認知論に基づく心理療法

の理論と方法 

③ その他の心理療法の理論と方法 

④ 心理に関する相談、助言、指導等

への上記①から③までの応用 

⑤ 心理に関する支援を要する者の特

性や状況に応じた適切な支援方法の

（新設） 
別表３ 
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選択・調整 

８ 家族関係・集団・地域

社会における心理支援

に関する理論と実践 

① 家族関係等集団の関係性に焦点を

当てた心理支援の理論と方法 

② 地域社会や集団・組織に働きかけ

る心理学的援助に関する理論と方法 

③ 心理に関する相談、助言、指導等

への上記①及び②の応用 

９ 心の健康教育に関する

理論と実践 
① 心の健康教育に関する理論 

② 心の健康教育に関する実践 

10 心理実践実習 ① 実習生が、大学段階での実習を通

じて得た公認心理師に必要な知識・

技能の基礎的な理解の上に、次の（

ア）から（オ）までに掲げる事項に

ついて、見学だけでなく、心理に関

する支援を要する者等に対して支援

を実践しながら、実習指導者又は実

習担当教員による指導を受けること

。実習施設の分野については主要５

分野に関する学外施設（具体的な施

設については「公認心理師法施行規

則第三条第三項の規定に基づき文部

科学大臣及び厚生労働大臣が別に定

める施設」（平成29年文部科学省・

厚生労働省告示第５号）のとおり。

）のうち、３分野以上の施設におい

て実習を受けることが望ましい。た

だし、医療機関は必須とする。また

、医療機関以外の施設においては、

見学を中心とする実習も含む 

（ア）心理に関する支援を要する者等
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に関する以下の知識及び技能の修得 

 （１）コミュニケーション 

 （２）心理検査 

 （３）心理面接 

 （４）地域支援 等 

（イ）心理に関する支援を要する者等

の理解とニーズの把握及び支援計画

の作成 

（ウ）心理に関する支援を要する者へ

のチームアプローチ 

（エ）多職種連携及び地域連携 

（オ）公認心理師としての職業倫理及

び法的義務への理解 

② 担当ケースに関する実習の時間は

270時間以上（うち、学外施設での

当該実習時間は90時間以上）とする

。 

③ 実習担当教員が、実習生の実習状

況について把握し、上記①の（ア）

から（オ）までに掲げる事項につい

て基本的な水準の修得ができるよう

に、実習生及び実習指導者との連絡

調整を密に行う。 

④ 大学又は大学院に設置されている

心理職を養成するための相談室での

実習は主要５分野のいずれにも含ま

れないこととして取り扱う。 
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様式１・２ （略） 

 

様式３ 

 

様式１・２ （略） 

 

様式３ 
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様式４ 

 

 

 

様式４ 
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様式５ 

 

様式５ 
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様式６ 

 

様式６ 
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様式７ 

 

様式７ 
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  29  

 

改  正  後 現      行 
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様式８ 

 

様式８ 
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様式９ 

 

様式９ 
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様式10 

 

様式10 
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